
平
成
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
六
号

有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
六
十
五
条
の
二
の
規
定
並
び
に
私
立
学
校
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
五
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）
第
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
価
証
券
発
行
学

校
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
十
九
条
）

第
二
章
　
貸
借
対
照
表

第
一
節
　
総
則
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
）

第
二
節
　
資
産
（
第
二
十
二
条―

第
四
十
条
）

第
三
節
　
負
債
（
第
四
十
一
条―

第
四
十
八
条
）

第
四
節
　
純
資
産
（
第
四
十
九
条
・
第
五
十
条
）

第
五
節
　
雑
則
（
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
）

第
三
章
　
損
益
計
算
書
（
第
五
十
三
条―

第
六
十
七
条
）

第
四
章
　
純
資
産
変
動
計
算
書
（
第
六
十
八
条―

第
七
十
一
条
）

第
五
章
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
第
七
十
二
条―

第
七
十
九
条
）

第
六
章
　
附
属
明
細
表
（
第
八
十
条―

第
八
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条
　
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及

び
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
省
令
に
定
め
の
な
い
事
項
に

つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政

令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
若
し
く
は
証
書
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と

し
、
又
は
同
令
第
一
条
の
三
の
四
に
規
定
す
る
権
利
を
有
価
証
券
と
し
て
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す

る
学
校
法
人
等
（
法
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
及
び
法
第
六
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
証
券
若
し
く
は
当
該
証
書
又
は
当
該
権
利
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
も
の
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
」
と
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う
ち
貸
借
対
照
表
及

び
収
支
計
算
書
（
損
益
計
算
書
、
純
資
産
変
動
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
附
属
明
細
表
に
限

る
。
）
を
い
う
。

３
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
一
年
内
」
と
は
、
貸
借
対
照
表
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
を
い
う
。

４
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
経
常
的
な
活
動
」
と
は
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
事
業
目
的
の
た
め
の
事
業
活
動

に
お
い
て
経
常
的
に
又
は
短
期
的
に
循
環
し
て
行
わ
れ
る
活
動
を
い
う
。

５
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
子
会
社
」
と
は
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
務
及
び

営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
意
思
決
定
機
関
」
と
い
う
。
）
を
支
配
し
て
い
る
場
合
の
当
該
会
社
等
を
い
う
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
及
び
子
会
社
又
は
子
会
社
が
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い

る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
も
、
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
子
会
社
と
み
な
す
。

６
　
前
項
に
規
定
す
る
「
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
場
合
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上

又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
　
会
社
等
（
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を

受
け
た
会
社
等
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
決
定

を
受
け
た
株
式
会
社
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を

受
け
た
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
会
社
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い

て
所
有
し
て
い
る
場
合

二
　
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ
　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い

て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

及
び
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決

権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
役
員
等
（
理
事
、
監
事
、
評
議
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
（
子

会
社
に
あ
っ
て
は
、
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
。
第
八
項
第
二
号
イ
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
自
己
が
当
該
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方

針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ

と
。

ニ
　
当
該
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
十
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ

る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
第
十
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て

緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び

自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を

合
わ
せ
て
当
該
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し

て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合

７
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
関
連
会
社
」
と
は
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
及
び
そ
の
子
会
社
が
、
出
資
、
人
事
、

資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
、
子
会
社
以
外
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定

に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
以
外
の
会
社
等
を
い
う
。

８
　
前
項
に
規
定
す
る
「
子
会
社
以
外
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係

か
ら
み
て
子
会
社
以
外
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
　
子
会
社
以
外
の
会
社
等
（
民
事
再
生
法
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等
、
会
社
更

生
法
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
株
式
会
社
、
破
産
法
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の

決
定
を
受
け
た
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
会
社
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業

又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
場
合

二
　
子
会
社
以
外
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
五
以
上
百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ
　
役
員
等
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
自
己
が
当
該
子
会
社
以
外
の
会
社
等
の
財
務
及
び

営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
子
会
社
以
外
の
会

社
等
の
代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。
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ロ
　
当
該
子
会
社
以
外
の
会
社
等
に
対
し
て
重
要
な
融
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
子
会
社
以
外
の
会
社
等
に
対
し
て
重
要
な
技
術
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
子
会
社
以
外
の
会
社
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が

あ
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て

緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び

自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を

合
わ
せ
て
当
該
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計

算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

四
　
複
数
の
独
立
し
た
学
校
法
人
等
及
び
企
業
（
会
社
及
び
会
社
に
準
ず
る
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
契
約
等
に
基
づ
い
て
共
同
で
支
配
さ
れ
る
企
業
に
該
当
す
る
場
合

９
　
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
資

産
流
動
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て

い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価

額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
資
産
流
動
化
法

第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
っ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

当
該
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
会
社
等
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
出
資
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
出
資
者
等
の
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

10
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
関
係
会
社
」
と
は
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
子
会
社
及
び
関
連
会
社
を
い
う
。

11
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
関
係
学
校
法
人
」
と
は
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
と
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等

の
関
係
を
通
じ
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
次
に
掲
げ
る
学
校
法
人
等
を
い
う
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
学
校
法
人
等

イ
　
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
重
要
な
財
務
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す

る
こ
と
。

ロ
　
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
融
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
役
員
等
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
自
己
が
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
財
務
及

び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人

の
役
員
等
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

二
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
学
校
法

人
等
（
民
事
再
生
法
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
学
校
法
人
等
、
破
産
法
の
規
定
に
よ
る

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
学
校
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
法
人
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当

該
学
校
法
人
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
密
接
な
関
係
を
有
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
他
の
学
校
法
人
等
の
重
要
な
財
務
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ロ
　
他
の
学
校
法
人
等
の
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
融
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
役
員
等
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
自
己
が
他
の
学
校
法
人
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方

針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
他
の
学
校
法
人
等
の
役
員
等
の
過
半
数

を
占
め
て
い
る
こ
と
。

12
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
子
会
社

二
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
関
連
会
社
及
び
当
該
関
連
会
社
の
子
会
社

三
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
関
係
学
校
法
人
及
び
当
該
関
係
学
校
法
人
の
子
会
社

四
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
と
同
一
の
関
係
学
校
法
人
を
も
つ
学
校
法
人
等

五
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
役
員
等
及
び
そ
の
近
親
者
（
配
偶
者
又
は
二
親
等
以
内
の
親
族
を
い
う
。
）

六
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
会
社
等
及
び
当
該
会
社
等

の
子
会
社

七
　
職
員
（
校
長
及
び
教
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
の
適
格
退
職
年
金
等
（
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人

と
重
要
な
取
引
（
掛
金
の
拠
出
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

13
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
」
と
は
、
次
項
に
規
定
す
る
資
金
の
増
加
又
は
減
少
を
い
う
。

14
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
資
金
」
と
は
、
現
金
（
当
座
預
金
、
普
通
預
金
そ
の
他
預
金
者
が
一
定
の
期
間
を
経
る

こ
と
な
く
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
預
金
を
含
む
。
以
下
第
五
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
現
金
同
等
物
（
容
易

に
換
金
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
価
値
の
変
動
の
リ
ス
ク
が
低
い
短
期
的
な
有
価
証
券
等
の
投
資
を
い

う
。
以
下
同
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
第
三
十
六
条
に
よ
り
規
定
す
る
流
動
資
産
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。

15
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
売
買
目
的
有
価
証
券
」
と
は
、
時
価
の
変
動
に
よ
り
利
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

保
有
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。

16
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
満
期
保
有
目
的
の
債
券
」
と
は
、
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
保
有
す
る
社
債

券
そ
の
他
の
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

17
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
そ
の
他
有
価
証
券
」
と
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
並
び
に
子

会
社
株
式
及
び
関
連
会
社
株
式
以
外
の
有
価
証
券
を
い
う
。

（
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
及
び
表
示
方
法
）

第
三
条
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
作
成
す
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
真
実
な

内
容
を
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
そ
の
財
政
、
経
営
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状

況
に
関
す
る
判
断
を
誤
ら
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
会
計
事
実
を
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
変

更
を
行
う
場
合
を
除
き
、
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
各
時
期
を
通
じ
て
継
続
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
財
務
諸
表
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
同
一
の
内
容
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
変
更
を
行
う
場
合

を
除
き
、
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
各
時
期
を
通
じ
て
、
同
一
の
表
示
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
重
要
な
会
計
方
針
に
係
る
事
項
の
記
載
）

第
四
条
　
財
務
諸
表
の
作
成
の
た
め
に
採
用
し
て
い
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
並
び
に
表
示
方
法
そ
の
他
財
務

諸
表
の
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
事
項
（
次
条
に
お
い
て
「
会
計
方
針
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

事
項
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

二
　
た
な
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

三
　
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

四
　
繰
延
資
産
の
処
理
方
法

五
　
外
貨
建
の
資
産
及
び
負
債
の
本
邦
通
貨
へ
の
換
算
基
準

六
　
引
当
金
の
計
上
基
準

七
　
収
益
及
び
費
用
の
計
上
基
準

八
　
ヘ
ッ
ジ
会
計
（
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
資
産
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
負
債
（
将
来
の
取
引
に
よ
り
確
実
に
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ

る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
価
格
変
動
、
金
利
変
動

及
び
為
替
変
動
に
よ
る
損
失
の
可
能
性
を
減
殺
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
当
該
可
能
性
を
減
殺
す
る
こ

と
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
損
益
と
ヘ
ッ
ジ
対
象
（
ヘ
ッ
ジ
手
段
の
対
象
で
あ
る
資
産
若
し
く
は
負
債
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

2



い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
損
益
を
同
一
の
会
計
期
間
に
認
識
す
る
た
め
の
会
計
処
理
を
い
う
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
方
法

九
　
消
費
税
の
会
計
処
理
及
び
表
示
方
法

十
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
お
け
る
資
金
の
範
囲

十
一
　
そ
の
他
財
務
諸
表
の
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項

（
会
計
方
針
の
変
更
に
関
す
る
記
載
）

第
五
条
　
会
計
方
針
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
前
条
に
よ
る
記
載
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
会
計
処
理
の
原
則
又
は
手
続
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理
由
及
び
当
該
変
更
が
財
務
諸
表

に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

二
　
表
示
方
法
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

三
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
お
け
る
資
金
の
範
囲
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理
由
及

び
当
該
変
更
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

（
重
要
な
後
発
事
象
の
注
記
）

第
六
条
　
貸
借
対
照
表
日
後
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
翌
会
計
年
度
以
降
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
象
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
追
加
情
報
の
注
記
）

第
七
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
特
に
定
め
る
注
記
の
ほ
か
、
利
害
関
係
人
が
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
財
政
及
び

経
営
の
状
況
に
関
す
る
適
正
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
を

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
リ
ー
ス
取
引
に
関
す
る
注
記
）

第
八
条
　
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
（
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
く
リ
ー
ス
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
リ
ー
ス
契

約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
リ
ー
ス
取
引
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
リ
ー
ス
取
引
（
次
項
に
お
い
て
「
解
約
不
能

の
リ
ー
ス
取
引
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
契
約
に
よ
り
使
用
す
る
物
件
（
以
下
「
リ
ー
ス
物
件
」

と
い
う
。
）
の
借
主
が
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ
る
費
用
等
を
実
質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
注

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
会
計
年
度
末
に
お
け
る
リ
ー
ス
資
産
の
内
容

ロ
　
リ
ー
ス
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

二
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
リ
ー
ス
物
件
の
貸
主
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
会
計
年
度
末
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
に
係
る
リ
ー
ス
料
債
権
（
将
来
の
リ
ー
ス
料
を
収
受
す
る
権

利
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
部
分
の
金
額
及
び
見
積
残
存
価
額
（
リ
ー
ス
期
間
終
了
時
に

見
積
ら
れ
る
残
存
価
額
で
あ
っ
て
借
主
又
は
第
三
者
に
よ
る
保
証
の
な
い
額
を
い
う
。
）
部
分
の
金
額
並
び

に
受
取
利
息
相
当
額

ロ
　
当
会
計
年
度
末
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
及
び
リ
ー
ス
投
資
資
産
に
係
る
リ
ー
ス
料
債
権
部
分
の
金
額
に
つ

い
て
、
貸
借
対
照
表
日
後
五
年
内
に
お
け
る
一
年
ご
と
の
回
収
予
定
額
及
び
貸
借
対
照
表
日
後
五
年
超
の
回

収
予
定
額

２
　
当
会
計
年
度
末
に
お
け
る
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引
（
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー

ス
取
引
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
解
約
不
能
の
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
解
約
不
能
の
リ
ー
ス
取

引
に
係
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
の
金
額
を
一
年
内
の
リ
ー
ス
期
間
に
係
る
金
額
及
び
そ
れ
以
外
の
金
額
に
区
分
し
て

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
転
リ
ー
ス
取
引
（
リ
ー
ス
物
件
の
所
有
者
か
ら
物
件
の
リ
ー
ス
を
受
け
、
さ
ら
に
当
該
物
件
を
ほ
ぼ
同
一
の
条

件
で
第
三
者
に
リ
ー
ス
す
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
借
主
と
し
て
の
リ
ー
ス

取
引
及
び
貸
主
と
し
て
の
リ
ー
ス
取
引
が
と
も
に
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、

有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
転
リ
ー
ス
取
引
に
係
る
リ
ー
ス
債
権
若
し
く
は
リ
ー
ス
投
資
資
産
又
は
リ
ー
ス
債
務

を
利
息
相
当
額
を
控
除
す
る
前
の
金
額
で
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
リ
ー
ス
債
権
若
し
く

は
リ
ー
ス
投
資
資
産
又
は
リ
ー
ス
債
務
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
有
価
証
券
に
関
す
る
注
記
）

第
九
条
　
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
そ
の
他
有
価
証

券
の
売
却
損
益
の
合
計
額
の
金
額
の
重
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
売
買
目
的
有
価
証
券
　
次
に
掲
げ
る
金
額

イ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額

ロ
　
当
該
会
計
年
度
の
損
益
に
含
ま
れ
た
評
価
差
額

二
　
満
期
保
有
目
的
の
債
券
の
う
ち
時
価
の
あ
る
も
の
　
次
に
掲
げ
る
金
額

イ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額

ロ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
時
価

ハ
　
当
該
債
券
を
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
時
価
が
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額
を
超
え
る

も
の
及
び
当
該
時
価
が
当
該
貸
借
対
照
表
計
上
額
を
超
え
な
い
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
の
当
該
時

価
と
当
該
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
の
差
額

三
　
子
会
社
株
式
及
び
関
連
会
社
株
式
で
時
価
の
あ
る
も
の
（
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ

る
金
額

イ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額

ロ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
時
価

ハ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
時
価
と
の
差
額

四
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
う
ち
時
価
の
あ
る
も
の
　
有
価
証
券
の
種
類
（
株
式
及
び
債
券
等
を
い
う
。
）
ご
と
の

次
に
掲
げ
る
金
額

イ
　
取
得
原
価

ロ
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額

ハ
　
当
該
有
価
証
券
を
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額
が
取
得
原
価
を
超
え
る
も
の
及
び
当
該

貸
借
対
照
表
計
上
額
が
取
得
原
価
を
超
え
な
い
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
の
当
該
貸
借
対
照
表
計
上

額
と
取
得
原
価
と
の
差
額

五
　
当
該
会
計
年
度
中
に
売
却
し
た
満
期
保
有
目
的
の
債
券
　
債
券
の
種
類
ご
と
の
売
却
原
価
、
売
却
額
、
売
却

損
益
及
び
売
却
の
理
由

六
　
当
該
会
計
年
度
中
に
売
却
し
た
そ
の
他
有
価
証
券
　
売
却
額
、
売
却
益
の
合
計
額
及
び
売
却
損
の
合
計
額

２
　
時
価
評
価
さ
れ
て
い
な
い
有
価
証
券
（
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
が
あ
る
場

合
に
は
、
主
な
も
の
に
つ
い
て
保
有
目
的
ご
と
に
そ
の
内
容
及
び
貸
借
対
照
表
計
上
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
当
該
会
計
年
度
中
に
売
買
目
的
有
価
証
券
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
、
子
会
社
株
式
及
び
関
連
会
社
株
式
並
び

に
そ
の
他
有
価
証
券
の
保
有
目
的
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理
由
（
満
期
保
有
目
的
の
債
券
の

保
有
目
的
を
変
更
し
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
当
該
変
更
が
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容
を
注
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
う
ち
満
期
が
あ
る
も
の
及
び
満
期
保
有
目
的
の
債
券
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
の
種
類

（
株
式
及
び
債
券
等
（
債
券
に
あ
っ
て
は
債
券
の
種
類
）
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
償
還
予
定
額
の
合
計
額
を
一
定
の

期
間
に
区
分
し
た
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
注
記
）

第
十
条
　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3



一
　
取
引
の
状
況
に
関
す
る
事
項
　
取
引
の
内
容
、
取
引
に
対
す
る
取
組
方
針
、
取
引
の
利
用
目
的
、
取
引
に
係

る
リ
ス
ク
の
内
容
、
取
引
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
体
制
及
び
次
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
補
足
説
明

二
　
取
引
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項
（
ヘ
ッ
ジ
会
計
が
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
）
　
取
引

の
対
象
物
の
種
類
（
通
貨
、
金
利
、
株
式
、
債
券
及
び
商
品
等
を
い
う
。
）
ご
と
の
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る

契
約
額
又
は
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
元
本
相
当
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益
並
び
に
当
該
時
価
の
算
定
根
拠

２
　
前
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
は
、
取
引
の
種
類
（
先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
先
渡
取
引
、
ス
ワ
ッ
プ
取

引
及
び
そ
の
他
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
よ
る
区
分
、
市
場
取
引
と
そ
れ
以
外
の
取
引
の
区
分
、
買

付
約
定
に
係
る
も
の
と
売
付
約
定
に
係
る
も
の
の
区
分
、
貸
借
対
照
表
日
か
ら
取
引
の
決
済
日
又
は
契
約
の
終
了

時
ま
で
の
期
間
に
よ
る
区
分
等
の
区
分
に
よ
り
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
状
況
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
よ
う
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

（
持
分
法
損
益
等
の
注
記
）

第
十
一
条
　
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
並
び
に
当
該
投
資
に
対
し
て
持
分
法
（
連
結
財
務

諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
投
資
の

金
額
及
び
投
資
利
益
又
は
投
資
損
失
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
損
益
等
か
ら
み
て

重
要
性
の
乏
し
い
関
連
会
社
に
つ
い
て
は
、
除
外
し
て
こ
れ
ら
の
金
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
連
当
事
者
と
の
取
引
に
関
す
る
注
記
）

第
十
二
条
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
と
関
連
当
事
者
と
の
間
に
取
引
が
あ
る
場
合
（
当
該
関
連
当
事
者
が
第
三
者

の
た
め
に
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
と
の
間
で
行
う
取
引
及
び
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
と
第
三
者
と

の
間
の
取
引
で
あ
っ
て
当
該
関
連
当
事
者
が
当
該
取
引
に
関
し
て
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
に
重
要
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
そ
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
関

連
当
事
者
ご
と
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
関
連
当
事
者
が
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
所
在
地
、
資
本
金
又
は
出
資
金
、
事
業
の
内

容
及
び
当
該
関
連
当
事
者
の
議
決
権
に
対
す
る
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
所
有
割
合

二
　
当
該
関
連
当
事
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
氏
名
及
び
職
業

三
　
当
該
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
と
当
該
関
連
当
事
者
と
の
関
係

四
　
取
引
の
内
容

五
　
取
引
の
種
類
別
の
取
引
金
額

六
　
取
引
条
件
及
び
取
引
条
件
の
決
定
方
針

七
　
取
引
に
よ
り
発
生
し
た
債
権
又
は
債
務
に
係
る
主
な
科
目
別
の
当
会
計
年
度
末
に
お
け
る
残
高

八
　
取
引
条
件
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
内
容
及
び
当
該
変
更
が
財
務
諸
表
に
与
え
て
い

る
影
響
の
内
容

九
　
関
連
当
事
者
に
対
す
る
債
権
が
貸
倒
懸
念
債
権
（
経
営
破
綻
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
債
務
の
弁
済

に
重
大
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
、
又
は
生
じ
る
可
能
性
の
高
い
債
務
者
に
対
す
る
債
権
を
い
う
。
）
又
は
破
産

更
生
債
権
等
（
破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
を
い
う
。
第
三
十
一
条
第

一
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
会
計
年
度
末
に
お
け
る
貸
倒
引
当
金
残
高

ロ
　
当
会
計
年
度
に
計
上
し
た
貸
倒
引
当
金
繰
入
額
等

ハ
　
当
会
計
年
度
に
計
上
し
た
貸
倒
損
失
等
（
一
般
債
権
（
経
営
状
態
に
重
大
な
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
債
務

者
に
対
す
る
債
権
を
い
う
。
）
に
区
分
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
生
じ
た
貸
倒
損
失
を
含
む
。
）

十
　
関
連
当
事
者
と
の
間
の
取
引
に
関
し
て
、
貸
倒
引
当
金
以
外
の
引
当
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
注
記
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
準
ず
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
二
条
第
十
二
項
各
号
に
掲
げ

る
関
連
当
事
者
の
種
類
ご
と
に
合
算
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
関
連
当
事
者
と
の
間
の
取
引
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
注
記
を
要
し
な

い
。

一
　
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
取
引
並
び
に
預
金
利
息
及
び
配
当
の
受
取
り
そ
の
他
取
引
の
性
質
か
ら
見
て
取
引
条

件
が
一
般
の
取
引
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
取
引

二
　
役
員
に
対
す
る
報
酬
、
賞
与
及
び
退
職
慰
労
金
の
支
払
い

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
重
要
な
関
連
会
社
に
関
す
る
注
記
）

第
十
三
条
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
に
重
要
な
関
連
会
社
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
関
連
会
社
の
名
称
並
び

に
持
分
法
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
投
資
利
益
又
は
投
資
損
失
の
金
額
の
算
定
対
象
と
な
っ
た
当
該
関
連
会
社

の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貸
借
対
照
表
項
目
（
流
動
資
産
合
計
、
固
定
資
産
合
計
、
流
動
負
債
合
計
、
固
定
負
債
合
計
、
純
資
産
合
計

そ
の
他
の
重
要
な
項
目
を
い
う
。
）

二
　
損
益
計
算
書
項
目
（
売
上
高
、
税
引
前
当
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
金
額
、
当
期
純
利
益
金

額
又
は
当
期
純
損
失
金
額
そ
の
他
の
重
要
な
項
目
を
い
う
。
）

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
重
要
な
関
連
会
社
に
つ
い
て
合
算
し
て
記
載
す
る
方
法

二
　
持
分
法
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
投
資
利
益
又
は
投
資
損
失
の
金
額
の
算
定
対
象
と
な
っ
た
関
連
会
社
に

つ
い
て
合
算
し
て
記
載
す
る
方
法

（
税
効
果
会
計
の
適
用
）

第
十
四
条
　
法
人
税
そ
の
他
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
租
税
（
以
下
「
法
人
税
等
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
税
効
果
会
計
（
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
及
び
負
債
の
金
額
と
課
税
所
得

の
計
算
の
結
果
算
定
さ
れ
た
資
産
及
び
負
債
の
金
額
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
差
異
に
係
る

法
人
税
等
の
金
額
を
適
切
に
期
間
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
税
等
を
控
除
す
る
前
の
当
年
度
純
利
益
の
金
額

と
法
人
税
等
の
金
額
を
合
理
的
に
対
応
さ
せ
る
た
め
の
会
計
処
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
し
て
財
務
諸

表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
税
効
果
会
計
に
関
す
る
注
記
）

第
十
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
税
効
果
会
計
を
適
用
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
繰
延
税
金
資
産
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
繰
延
税
金
負
債
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

発
生
の
主
な
原
因
別
の
内
訳

二
　
当
該
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
等
の
計
算
に
用
い
ら
れ
た
税
率
（
第
三
項
に
お
い
て
「
法
定
実
効
税
率
」
と

い
う
。
）
と
法
人
税
等
を
控
除
す
る
前
の
当
年
度
純
利
益
に
対
す
る
法
人
税
等
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り

計
上
さ
れ
る
法
人
税
等
の
調
整
額
を
含
む
。
）
の
比
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
税
効
果
会
計
適
用
後
の
法

人
税
等
の
負
担
率
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
差
異
の
原
因
と
な
っ
た
主
な
項
目
別

の
内
訳

三
　
法
人
税
等
の
税
率
の
変
更
に
よ
り
繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
の
金
額
が
修
正
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
旨
及
び
修
正
額

四
　
決
算
日
後
に
法
人
税
等
の
税
率
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
及
び
影
響

２
　
繰
延
税
金
資
産
の
算
定
に
当
た
っ
て
繰
延
税
金
資
産
か
ら
控
除
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
併
せ
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
定
実
効
税
率
と
税
効
果
会
計
適
用
後
の
法
人
税
等
の
負
担
率

と
の
間
の
差
異
が
法
定
実
効
税
率
の
百
分
の
五
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
職
給
付
に
関
す
る
注
記
）

第
十
六
条
　
退
職
給
付
（
退
職
以
後
に
職
員
に
支
給
さ
れ
る
退
職
一
時
金
及
び
退
職
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
採
用
し
て
い
る
退
職
給
付
制
度
の
概
要

二
　
退
職
給
付
債
務
の
額
（
各
職
員
（
既
に
退
職
し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
支
給
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
退
職
給
付
（
既
に
支
給
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
う
ち
、
当
該
各
職
員

の
就
職
の
日
か
ら
貸
借
対
照
表
日
ま
で
（
既
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
就
職
の
日
か
ら
退
職
の
日
ま
で
）

4



の
間
の
勤
務
に
基
づ
き
生
じ
る
部
分
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
、
国
債
、
政
府
関
係
機
関
債
券
又
は
そ
の
他
の

信
用
度
の
高
い
債
券
の
う
ち
貸
借
対
照
表
日
か
ら
償
還
期
限
ま
で
の
期
間
の
長
い
も
の
の
利
回
り
を
基
礎
と
し

て
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
定
め
る
率
（
以
下
「
割
引
率
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
貸
借
対
照
表
日
か
ら
当

該
各
職
員
に
退
職
給
付
を
支
給
す
る
と
予
想
さ
れ
る
日
ま
で
の
期
間
を
計
算
期
間
と
し
て
割
引
計
算
す
る
こ
と

に
よ
り
算
出
し
た
額
を
、
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て
合
計
し
た
額
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
年
金

資
産
の
額
（
適
格
退
職
年
金
契
約
等
に
基
づ
き
退
職
給
付
に
充
て
る
た
め
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
資
産
に
相
当

す
る
額
を
い
う
。
）
、
退
職
給
付
引
当
金
の
額
及
び
そ
の
他
の
退
職
給
付
債
務
に
関
す
る
事
項

三
　
退
職
給
付
費
用
の
額
、
勤
務
費
用
の
額
（
各
職
員
に
支
給
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
退
職
給
付
の
額
の
う
ち
、

当
該
各
職
員
の
当
該
会
計
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
貸
借
対
照
表
日
ま
で
の
間
の
勤
務
に
基
づ
き
生
じ
る
部
分
に

相
当
す
る
額
に
つ
い
て
、
割
引
率
を
用
い
て
貸
借
対
照
表
日
か
ら
当
該
職
員
に
退
職
給
付
を
支
給
す
る
と
予
想

さ
れ
る
日
ま
で
の
期
間
を
計
算
期
間
と
し
て
割
引
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
、
す
べ
て
の
職
員
に

つ
い
て
合
計
し
た
額
を
い
う
。
）
、
利
息
費
用
の
額
（
直
近
の
会
計
年
度
末
に
お
け
る
退
職
給
付
債
務
に
つ
い

て
、
割
引
率
を
用
い
て
計
算
し
た
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
利
息
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
他
の

退
職
給
付
費
用
に
関
す
る
事
項

四
　
割
引
率
、
期
待
運
用
収
益
率
、
退
職
給
付
見
込
額
の
期
間
配
分
方
法
、
過
去
勤
務
費
用
の
額
（
退
職
給
付
制

度
の
採
用
に
よ
り
発
生
す
る
退
職
給
付
債
務
の
額
又
は
退
職
給
付
水
準
の
改
訂
に
よ
り
発
生
す
る
退
職
給
付
債

務
の
増
加
額
若
し
く
は
減
少
額
を
い
う
。
）
の
処
理
年
数
及
び
そ
の
他
の
退
職
給
付
債
務
等
の
計
算
の
基
礎
に

関
す
る
事
項

（
継
続
法
人
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

第
十
七
条
　
貸
借
対
照
表
日
に
お
い
て
、
債
務
超
過
等
財
務
指
標
の
悪
化
の
傾
向
、
重
要
な
債
務
の
不
履
行
等
財
政

破
綻
の
可
能
性
そ
の
他
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑

義
を
抱
か
せ
る
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容

二
　
継
続
法
人
の
前
提
に
関
す
る
重
要
な
疑
義
の
存
在

三
　
当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
又
は
大
幅
に
改
善
す
る
た
め
の
経
営
に
携
わ
る
者
の
対
応
及
び
経
営
計
画

四
　
当
該
重
要
な
疑
義
の
影
響
を
財
務
諸
表
に
反
映
し
て
い
る
か
否
か

（
注
記
の
方
法
）

第
十
八
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
注
記
は
、
脚
注
（
当
該
注
記
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る

財
務
諸
表
中
の
表
又
は
計
算
書
の
末
尾
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
記
載
し
た
事
項
と
関
係
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
次
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

前
条
の
規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
科
目
に
関
係
あ
る
注
記
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
科
目
に
記
号
を
付
記

す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
注
記
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
額
の
表
示
の
単
位
）

第
十
九
条
　
財
務
諸
表
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
は
、
千
円
単
位
又
は
百
万
円
単
位
を
も
っ
て
表

示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
貸
借
対
照
表

第
一
節
　
総
則

（
貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
）

第
二
十
条
　
貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
貸
借
対
照
表
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
分
類
）

第
二
十
一
条
　
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
産
の
部
、
負
債
の
部
及
び
純
資
産
の
部
に
分
類
し
て
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
資
産
及
び
負
債
の
科
目
の
記
載
の
配
列
は
、
固
定
性
配
列
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
資
産

（
資
産
の
分
類
）

第
二
十
二
条
　
資
産
は
、
固
定
資
産
、
繰
延
資
産
及
び
流
動
資
産
に
分
類
し
、
更
に
、
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産

は
、
有
形
固
定
資
産
、
無
形
固
定
資
産
及
び
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
二
十
三
条
　
次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
有
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地

二
　
建
物
（
建
物
に
附
属
す
る
電
気
、
給
排
水
、
暖
房
等
の
設
備
を
含
む
。
）

三
　
構
築
物
（
プ
ー
ル
、
競
技
場
、
庭
園
等
の
土
木
設
備
又
は
工
作
物
を
い
う
。
）

四
　
機
器
備
品
（
標
本
及
び
模
型
を
含
む
。
）

五
　
船
舶
及
び
車
両

六
　
リ
ー
ス
資
産
（
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主

で
あ
る
資
産
で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
前
各
号
、
次
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

七
　
図
書
（
教
育
研
究
上
一
時
的
な
意
義
し
か
有
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

八
　
建
設
仮
勘
定
（
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
建
設
中
又
は
製
作
中
の
資
産
に
係
る
支
出

で
、
工
事
前
払
金
、
手
付
金
等
を
含
む
。
）

九
　
そ
の
他
の
有
形
資
産
で
あ
っ
て
流
動
資
産
又
は
投
資
で
あ
る
資
産
に
属
し
な
い
も
の

（
有
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

第
二
十
四
条
　
有
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を

付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
地

二
　
建
物

三
　
構
築
物

四
　
教
育
研
究
用
機
器
備
品

五
　
そ
の
他
の
機
器
備
品

六
　
船
舶
及
び
車
両

七
　
リ
ー
ス
資
産

八
　
図
書

九
　
建
設
仮
勘
定

十
　
そ
の
他

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
の
項
目
に
属
す
る
資
産
で
あ
っ
て
別
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
別
に
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
リ
ー
ス
資
産
に
区
分
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
同

項
各
号
（
第
七
号
及
び
第
九
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
項
目
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
第
十
号
の
資
産
の
う
ち
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資

産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
の
表
示
）

第
二
十
五
条
　
前
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
及
び
第
九
号
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
区
分
さ
れ
る
有
形

固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控

除
科
目
と
し
て
、
減
価
償
却
累
計
額
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
有
形

固
定
資
産
に
対
す
る
控
除
科
目
と
し
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
前
条
第
一
項
各
号
に
区
分
さ
れ
る
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
は
、
当
該
各
有
形
固
定
資
産
の

金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各
有
形
固
定
資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
減
価
償
却
累
計
額
は
、
当
該
各
有
形
固
定
資
産
の
資
産
科
目
別
に
、
又
は
一
括
し
て

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
損
損
失
累
計
額
の
表
示
方
法
）

第
二
十
六
条
　
各
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
損
損
失
累
計
額
は
、
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ

か
、
当
該
各
有
形
固
定
資
産
の
金
額
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額

を
、
当
該
有
形
固
定
資
産
の
金
額
か
ら
直
接
控
除
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
控
除
後
の
金
額
）
か
ら
直

接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各
有
形
固
定
資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
減
価
償
却
を
行
う
各
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
損
損
失
累
計
額
は
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目

と
し
て
、
減
損
損
失
累
計
額
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
有
形
固
定
資
産

に
対
す
る
控
除
科
目
と
し
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
前
条
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
価
償
却
累
計
額
及
び
減
損
損
失
累
計
額
を
控
除
科
目
と
し
て
掲
記
す

る
場
合
に
は
、
減
損
損
失
累
計
額
を
減
価
償
却
累
計
額
に
合
算
し
て
、
減
価
償
却
累
計
額
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
二
十
七
条
　
次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
借
地
権

二
　
地
上
権

三
　
特
許
権

四
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

五
　
リ
ー
ス
資
産
（
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主

で
あ
る
資
産
で
あ
っ
て
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
前
各
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六
　
そ
の
他
の
無
形
資
産
で
あ
っ
て
流
動
資
産
又
は
投
資
で
あ
る
資
産
に
属
し
な
い
も
の

（
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

第
二
十
八
条
　
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を

付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
借
地
権
（
地
上
権
を
含
む
。
）

二
　
特
許
権

三
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

四
　
リ
ー
ス
資
産

五
　
そ
の
他

２
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
リ
ー
ス
資
産
に
区
分
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
同

項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
項
目
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
の
資
産
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
無
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
及
び
減
損
損
失
累
計
額
の
表
示
方
法
）

第
二
十
九
条
　
各
無
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
及
び
減
損
損
失
累
計
額
は
、
当
該
無
形
固
定
資
産
の

金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各
無
形
固
定
資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
範
囲
）

第
三
十
条
　
次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
関
係
会
社
株
式
（
売
買
目
的
有
価
証
券
に
該
当
す
る
株
式
を
除
く
。
）
そ
の
他
流
動
資
産
に
属
し
な
い
有
価

証
券
（
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
出
資
金

三
　
長
期
貸
付
金

四
　
特
定
資
産
（
次
に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
特
定
の
目
的
の
た
め
に
引
き
当
て
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
　
現
金
及
び
預
金

ロ
　
有
価
証
券

ハ
　
そ
の
他
の
資
産

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
有
形
固
定
資
産
、
無
形
固
定
資
産
、
繰
延
資
産
又
は
流
動
資
産
に
属
す
る

も
の
以
外
の
長
期
資
産

２
　
前
払
費
用
の
う
ち
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
繰
延
税
金
資
産
の
う
ち
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
属
す

る
も
の
と
す
る
。

４
　
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
（
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
リ
ー
ス
契
約
上
の
諸
条

件
に
照
ら
し
て
リ
ー
ス
物
件
の
所
有
権
が
借
主
に
移
転
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第

三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
及
び
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取

引
（
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
も
の
を
い
う
。

同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
同
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
投
資
そ

の
他
の
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
区
分
表
示
）

第
三
十
一
条
　
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名

称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
投
資
有
価
証
券
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
関
係
会
社
株
式

三
　
関
係
会
社
社
債

四
　
そ
の
他
の
関
係
会
社
有
価
証
券
（
関
係
会
社
有
価
証
券
の
う
ち
、
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
出
資
金
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
関
係
会
社
出
資
金

七
　
特
定
資
産

八
　
長
期
貸
付
金
（
次
号
及
び
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

九
　
役
員
等
長
期
貸
付
金
（
職
員
に
対
す
る
長
期
貸
付
金
を
含
む
。
）

十
　
関
係
会
社
長
期
貸
付
金

十
一
　
破
産
更
生
債
権
等

十
二
　
長
期
前
払
費
用

十
三
　
繰
延
税
金
資
産

十
四
　
そ
の
他

２
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
第
七
号
の
特
定
資
産
は
、
減
価
償
却
引
当
特
定
資
産
そ
の
他
当
該
資
産
の
引
当
目
的
別
に
当
該
目
的
を

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
四
号
の
資
産
の
う
ち
投
資
不
動
産
（
投
資
の
目
的
で
所
有
す
る

土
地
、
建
物
そ
の
他
の
不
動
産
を
い
う
。
）
及
び
一
年
内
に
期
限
の
到
来
し
な
い
預
金
又
は
そ
の
他
の
資
産
の
区

分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
係
る
引
当
金
の
表
示
）

第
三
十
二
条
　
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
資
産
に
係
る
引
当
金
は
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目
と

し
て
、
当
該
各
資
産
科
目
別
に
貸
倒
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を

も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
当
該
引
当
金
を
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目
と
し
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
方
法

二
　
当
該
引
当
金
を
当
該
各
資
産
の
金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各
資
産
の
金
額
と
し
て
表

示
す
る
方
法

２
　
前
項
第
二
号
の
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
当
該
引
当
金
は
、
当
該
各
資
産
科
目
別
に
、
又
は
一
括
し
て
注
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
延
資
産
の
範
囲
）

第
三
十
三
条
　
学
校
債
発
行
費
（
学
校
債
（
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
行
う
消
費
貸
借
契
約
に
よ
る
借
入
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
を
い
う
。
）
及
び
開
設
費
（
学
校
の
開
設
準
備
の
た
め
に
支
出
し
た

費
用
を
い
う
。
）
は
、
繰
延
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
繰
延
資
産
の
区
分
表
示
）

第
三
十
四
条
　
繰
延
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
学
校
債
発
行
費

二
　
開
設
費

２
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
繰
延
資
産
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
繰
延
資
産
に
対
す
る
償
却
累
計
額
の
表
示
）

第
三
十
五
条
　
各
繰
延
資
産
に
対
す
る
償
却
累
計
額
は
、
当
該
繰
延
資
産
の
金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残

高
を
当
該
各
繰
延
資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
資
産
の
範
囲
）

第
三
十
六
条
　
次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
現
金
及
び
預
金
（
一
年
内
に
期
限
の
到
来
し
な
い
預
金
及
び
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
資

産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
経
常
的
な
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
未
収
入
金
等
の
債
権
そ
の
他
一
年
内
に
回
収
可
能
な
債
権

三
　
売
買
目
的
有
価
証
券
及
び
一
年
内
に
満
期
の
到
来
す
る
有
価
証
券
（
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

特
定
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
学
用
品
、
事
務
用
品
、
給
食
用
材
料
等
の
た
な
卸
資
産

五
　
前
渡
金
（
教
材
、
事
務
用
品
等
の
購
入
の
た
め
の
前
渡
金
を
い
う
。
）

六
　
そ
の
他
の
資
産
で
あ
っ
て
一
年
内
に
現
金
化
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規

定
す
る
特
定
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
前
払
費
用
の
う
ち
一
年
内
に
費
用
と
な
る
べ
き
も
の
及
び
未
収
収
益
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
又
は
流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
に
関
連
す
る
繰
延
税
金
資
産
及
び
特
定
の
資
産
又
は

負
債
に
関
連
し
な
い
繰
延
税
金
資
産
の
う
ち
一
年
内
に
取
り
崩
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
流
動
資
産
に
属

す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
権
及
び
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る
も

の
と
す
る
。

（
流
動
資
産
の
区
分
表
示
）

第
三
十
七
条
　
流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
現
金
及
び
預
金

二
　
未
収
入
金

三
　
リ
ー
ス
債
権

四
　
リ
ー
ス
投
資
資
産

五
　
有
価
証
券

六
　
た
な
卸
資
産

七
　
短
期
貸
付
金

八
　
前
渡
金

九
　
前
払
費
用

十
　
繰
延
税
金
資
産

十
一
　
そ
の
他

２
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
流
動
資
産
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
の
資
産
の
う
ち
、
役
員
等
又
は
職
員
に
対
す
る
短
期
債
権
又
は
そ
の
他
の
資
産

で
あ
っ
て
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
資
産
に
係
る
引
当
金
の
表
示
）

第
三
十
八
条
　
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
に
係
る
引
当
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
の
注
記
）

第
三
十
九
条
　
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
で
あ
っ
て
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
担
保
資
産
の
注
記
）

第
四
十
条
　
資
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
負
債

（
負
債
の
分
類
）

第
四
十
一
条
　
負
債
は
、
固
定
負
債
及
び
流
動
負
債
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
固
定
負
債
の
範
囲
）

第
四
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
負
債
は
、
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
長
期
借
入
金
（
金
融
手
形
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
学
校
債
の
う
ち
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の

三
　
引
当
金
（
資
産
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
第
四
十
四
条
第
一
項
第
八

号
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

四
　
そ
の
他
の
負
債
で
あ
っ
て
流
動
負
債
に
属
し
な
い
も
の

２
　
繰
延
税
金
負
債
の
う
ち
第
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と

す
る
。

３
　
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
務
の
う
ち
第
四
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の

も
の
は
、
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
固
定
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
三
条
　
固
定
負
債
に
属
す
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
借
入
金
（
役
員
等
又
は
職
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
及
び
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
関
係
会
社
長
期
借
入
金

三
　
学
校
債

四
　
リ
ー
ス
債
務

五
　
繰
延
税
金
負
債

六
　
引
当
金

七
　
そ
の
他

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
の
項
目
に
属
す
る
負
債
で
あ
っ
て
別
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
別
に
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
第
一
項
第
六
号
の
引
当
金
は
、
退
職
給
付
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
第
七
号
の
負
債
の
う
ち
、
役
員
等
又
は
職
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
又
は
そ
の
他
の
負
債
で
あ
っ
て
そ
の

金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
負
債
の
範
囲
）

第
四
十
四
条
　
次
に
掲
げ
る
負
債
は
、
流
動
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
短
期
借
入
金
（
金
融
手
形
及
び
当
座
借
越
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
学
校
債
の
う
ち
償
還
期
限
が
一
年
内
に
到
来
す
る
も
の

三
　
支
払
手
形
（
経
常
的
な
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し
た
手
形
債
務
を
い
う
。
）

四
　
リ
ー
ス
債
務

五
　
未
払
金
（
経
常
的
な
活
動
に
関
連
し
て
発
生
す
る
未
払
金
で
あ
っ
て
一
般
の
取
引
慣
行
と
し
て
発
生
後
短
期

間
に
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

六
　
前
受
金
（
事
業
収
益
の
前
受
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
前
受
金
を
い
う
。
）

七
　
預
り
金

八
　
引
当
金
の
う
ち
一
年
内
に
使
用
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
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九
　
そ
の
他
の
負
債
で
あ
っ
て
一
年
内
に
支
払
又
は
返
済
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２
　
未
払
費
用
及
び
前
受
収
益
は
、
流
動
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
又
は
流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
に
関
連
す
る
繰
延
税
金
負
債
及
び
特
定
の
資
産
又
は

負
債
に
関
連
し
な
い
繰
延
税
金
負
債
の
う
ち
一
年
内
に
取
り
崩
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
流
動
負
債
に
属

す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
債
務
の
う
ち
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の
は
、
流
動
負

債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
五
条
　
流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
償
還
期
限
の
経
過
後
も
未
償
還
で
あ
る
学
校
債
で

あ
っ
て
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す

名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
別
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
短
期
借
入
金
（
役
員
等
又
は
職
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
を
除
く
。
）

二
　
学
校
債

三
　
支
払
手
形

四
　
リ
ー
ス
債
務

五
　
未
払
金

六
　
未
払
費
用

七
　
前
受
金

八
　
預
り
金
（
役
員
等
又
は
職
員
か
ら
の
預
り
金
を
除
く
。
）

九
　
未
払
法
人
税
等

十
　
未
払
消
費
税
等

十
一
　
繰
延
税
金
負
債

十
二
　
引
当
金

十
三
　
そ
の
他

２
　
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
流
動
負
債
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
負
債
の
う
ち
、
修
学
旅
行
積
立
金
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
間
接
経
費
を
除

く
。
）
そ
の
他
に
係
る
預
り
金
で
あ
っ
て
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
第
十
二
号
の
引
当
金
は
、
賞
与
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
第
十
三
号
の
負
債
の
う
ち
、
役
員
等
又
は
職
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
等
の
短
期
債
務
又
は
そ
の
他
の
負

債
で
あ
っ
て
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
の
表
示
）

第
四
十
六
条
　
第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金
資
産
と
第
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

繰
延
税
金
負
債
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
の
み
を
繰
延
税
金
資
産
又
は
繰
延
税
金
負
債
と
し
て
投
資
そ
の

他
の
資
産
又
は
固
定
負
債
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金
資
産
と
第
四
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金

負
債
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
の
み
を
繰
延
税
金
資
産
又
は
繰
延
税
金
負
債
と
し
て
流
動
資
産
又
は
流
動

負
債
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
会
社
に
対
す
る
負
債
の
注
記
）

第
四
十
七
条
　
関
係
会
社
に
対
す
る
負
債
で
あ
っ
て
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る

も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
偶
発
債
務
の
注
記
）

第
四
十
八
条
　
偶
発
債
務
（
債
務
の
保
証
（
債
務
の
保
証
と
同
様
の
効
果
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
係
争
事
件
に

係
る
賠
償
義
務
そ
の
他
現
実
に
発
生
し
て
い
な
い
債
務
で
あ
っ
て
、
将
来
に
お
い
て
事
業
の
負
担
と
な
る
可
能
性

の
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
及
び
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節
　
純
資
産

（
純
資
産
の
分
類
）

第
四
十
九
条
　
純
資
産
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
及
び
そ
の
他
の
資
産
負
債
差
額
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
評
価
・
換
算
差
額
等
の
区
分
表
示
）

第
五
十
条
　
評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
（
純
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
差
額
を
い
う
。
）

二
　
繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
（
ヘ
ッ
ジ
対
象
に
係
る
損
益
が
認
識
さ
れ
る
ま
で
繰
り
延
べ
ら
れ
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る

損
益
又
は
時
価
評
価
差
額
を
い
う
。
）

２
　
前
項
に
掲
げ
る
項
目
の
ほ
か
、
評
価
・
換
算
差
額
等
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
節
　
雑
則

（
収
益
事
業
の
注
記
）

第
五
十
一
条
　
収
益
事
業
（
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
寄
附
行
為
に
定
め
て
行
う
収
益
事
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
固
有
の
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
科
目
別
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
本
金
に
関
す
る
注
記
）

第
五
十
二
条
　
学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
本
金
に

つ
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
合
計
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
損
益
計
算
書

（
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
五
十
三
条
　
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
損
益
計
算
書
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
益
及
び
費
用
の
分
類
）

第
五
十
四
条
　
収
益
及
び
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
事
業
損
益
（
事
業
収
益
及
び
事
業
費
用
を
い
う
。
）

二
　
事
業
外
収
益

三
　
事
業
外
費
用

四
　
特
別
利
益

五
　
特
別
損
失

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
は
、
教
育
研
究
・
附
属
事
業
損
益
及
び
収
益
事
業
損
益
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
業
収
益
及
び
事
業
費
用
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
収
益
又
は
事
業
費
用
の
範
囲
）

第
五
十
五
条
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
益
又
は
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用
は
、
教
育
研
究
事
業
（
有
価
証
券
発

行
学
校
法
人
が
設
置
す
る
学
校
（
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
を
設
置
す
る

学
校
法
人
に
あ
っ
て
は
当
該
専
修
学
校
又
は
当
該
各
種
学
校
を
含
み
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
人
に
あ
っ
て

は
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
を
い
う
。
第
六
十
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
附
属
事
業
（
病
院
、
農
場
そ
の
他
の
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
設
置
す
る
学
校
の
附
属
施
設
及

び
附
属
機
関
の
事
業
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
活
動
か
ら
生
じ
る
収
益
又
は
費
用
と
す
る
。

２
　
収
益
事
業
収
益
又
は
収
益
事
業
費
用
は
、
収
益
事
業
か
ら
生
じ
る
収
益
又
は
費
用
と
す
る
。

（
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
益
又
は
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用
の
表
示
方
法
）

第
五
十
六
条
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
益
に
属
す
る
収
益
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
収
益
を

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
学
生
生
徒
等
納
付
金

二
　
手
数
料

三
　
寄
附
金

四
　
補
助
金

五
　
そ
の
他

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
収
益
の
う
ち
そ
の
金
額
が
事
業
収
益
の
総
額
の
百
分
の
五
以
下
の
も
の
で

あ
っ
て
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
収
益
を
一
括
し
て
示

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用
に
属
す
る
費
用
は
、
人
件
費
、
教
育
研
究
経
費
及
び
管
理
経
費
の
項
目
に
区
分
す

る
。

（
関
係
会
社
に
係
る
事
業
収
益
の
注
記
）

第
五
十
七
条
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
益
に
属
す
る
関
係
会
社
と
の
取
引
に
よ
り
発
生
し
た
収
益
で
あ
っ
て
そ
の

金
額
の
合
計
額
が
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
益
の
総
額
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
注
記
し
た
も
の
以
外
の
関
係
会
社
に
係
る
収
益
の
合
計
額
が
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用

の
総
額
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
収
益
事
業
収
益
に
属
す
る
収
益
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
関
係
会
社
に
係
る
事
業
費
用
の
注
記
）

第
五
十
八
条
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用
に
属
す
る
関
係
会
社
と
の
取
引
に
よ
り
発
生
し
た
費
用
で
あ
っ
て
そ
の

金
額
の
合
計
額
が
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用
の
総
額
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
注
記
し
た
も
の
以
外
の
関
係
会
社
に
係
る
費
用
の
合
計
額
が
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用

の
総
額
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
収
益
事
業
費
用
に
属
す
る
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
損
益
金
額
の
表
示
）

第
五
十
九
条
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
益
の
総
額
か
ら
教
育
研
究
・
附
属
事
業
費
用
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
教
育
研
究
・
附
属
事
業
損
益
金
額
」
と
い
う
。
）
又
は
収
益
事
業
収
益
の
金
額
か
ら
収

益
事
業
費
用
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
収
益
事
業
損
益
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、

教
育
研
究
・
附
属
事
業
利
益
金
額
又
は
収
益
事
業
利
益
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
損
益
金
額
及
び
収
益
事
業
損
益
金
額
の
合
計
額
（
次
項
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て

「
事
業
損
益
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
利
益
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
研
究
・
附
属
事
業
損
益
金
額
若
し
く
は
収
益
事
業
損
益
金
額
又
は
事
業

損
益
金
額
が
零
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
か
ら
教
育
研
究
・
附
属
事
業
損
益
金
額
若
し
く
は
収
益
事
業
損
益
金

額
又
は
事
業
損
益
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
教
育
研
究
・
附
属
事
業
損
失
金
額
若
し
く
は
収
益
事
業
損
失
金
額

又
は
事
業
損
失
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
の
範
囲
）

第
六
十
条
　
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
は
、
教
育
研
究
事
業
、
附
属
事
業
及
び
収
益
事
業
の
事
業
活
動
以
外
の

原
因
か
ら
生
じ
る
収
益
又
は
費
用
で
あ
っ
て
経
常
的
に
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
の
表
示
方
法
）

第
六
十
一
条
　
事
業
外
収
益
に
属
す
る
収
益
は
、
受
取
利
息
及
び
配
当
金
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
収

益
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
外
費
用
に
属
す
る
費
用
は
、
支
払
利
息
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
費
用
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
収
益
又
は
各
費
用
の
う
ち
そ
の
金
額
が
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
の

金
額
の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
各
収
益
又
は
当
該
各
費
用
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
関
係
会
社
に
係
る
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
の
注
記
）

第
六
十
二
条
　
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
に
属
す
る
関
係
会
社
と
の
取
引
に
よ
り
発
生
し
た
収
益
又
は
費
用
で

あ
っ
て
そ
の
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
の
総
額
の
百
分
の
十
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
収
益
又
は
当
該
費
用
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
注
記
し
た
も
の
以
外
の
関
係
会
社
に
係
る
収
益
又
は
費
用
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
事
業
外

収
益
又
は
事
業
外
費
用
の
総
額
の
百
分
の
十
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
収
益
又
は
当
該
費
用
の
金

額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
常
損
益
金
額
の
表
示
）

第
六
十
三
条
　
事
業
損
益
金
額
に
事
業
外
収
益
の
金
額
を
加
算
し
て
得
た
額
か
ら
事
業
外
費
用
の
金
額
を
控
除
し
て

得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
経
常
損
益
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
経
常
利
益
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
常
損
益
金
額
が
零
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
か
ら
経
常
損
益
金
額
を
控
除

し
て
得
た
額
を
経
常
損
失
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
利
益
又
は
特
別
損
失
の
表
示
方
法
）

第
六
十
四
条
　
特
別
利
益
に
属
す
る
利
益
は
、
前
年
度
損
益
修
正
益
、
固
定
資
産
売
却
益
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に

従
い
、
当
該
利
益
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
は
、
前
年
度
損
益
修
正
損
、
固
定
資
産
売
却
損
、
減
損
損
失
、
災
害
に
よ
る
損
失
そ

の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
損
失
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
利
益
又
は
各
損
失
の
う
ち
そ
の
金
額
が
特
別
利
益
又
は
特
別
損
失
の
総
額

の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
利
益
又
は
当
該
損
失
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
減
損
損
失
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
五
条
　
減
損
損
失
を
認
識
し
た
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
（
複
数
の
資
産
が
一
体
と
な
っ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
を
生
み
出
す
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
の
集
ま
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
重
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

イ
　
用
途

ロ
　
種
類

ハ
　
場
所

ニ
　
そ
の
他
当
該
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
内
容

二
　
減
損
損
失
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
経
緯

三
　
減
損
損
失
の
金
額
及
び
主
な
固
定
資
産
の
種
類
ご
と
の
当
該
金
額
の
内
訳

四
　
資
産
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
資
産
グ
ル
ー
プ
に
係
る
資
産
を
グ
ル
ー
プ
化
し
た
方
法

五
　
回
収
可
能
価
額
が
正
味
売
却
価
額
の
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
時
価
の
算
定
方
法
、
回
収
可
能
価
額
が
使
用
価

値
の
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
割
引
率

（
当
年
度
純
損
益
金
額
の
表
示
）

第
六
十
六
条
　
経
常
損
益
金
額
に
特
別
利
益
の
金
額
を
加
算
し
て
得
た
額
か
ら
特
別
損
失
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
税
引
前
当
年
度
純
損
益
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
税
引
前
当
年
度
純
利
益
金
額
と

し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
、
税
引
前
当
年
度
純
利
益
金

額
又
は
税
引
前
当
年
度
純
損
失
金
額
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
等

二
　
法
人
税
等
調
整
額
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
前
号
に
掲
げ
る
法
人
税
等
の
調
整
額
を
い

う
。
）
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３
　
法
人
税
等
の
更
正
、
決
定
等
に
よ
る
納
付
税
額
又
は
還
付
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
項

目
の
次
に
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
金

額
の
重
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
同
号
の
項
目
の
金
額
に
含
め
て
注
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
税
引
前
当
年
度
純
損
益
金
額
に
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
及
び
前
項
の
還
付
税
額
（
同
項
た
だ
し
書

き
の
場
合
を
除
く
。
）
を
加
算
し
て
得
た
額
か
ら
前
項
の
納
付
税
額
（
同
項
た
だ
し
書
き
の
場
合
を
除
く
。
）
を
控

除
し
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
当
年
度
純
損
益
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
当
年
度
純
利
益
金
額
と
し
て
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
税
引
前
当
年
度
純
損
益
金
額
又
は
当
年
度
純
損
益
金
額
が
零
未
満

で
あ
る
場
合
に
は
、
零
か
ら
税
引
前
当
年
度
純
損
益
金
額
又
は
当
年
度
純
損
益
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
税
引

前
当
年
度
純
損
失
金
額
又
は
当
年
度
純
損
失
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
引
当
金
繰
入
額
の
区
分
表
示
）

第
六
十
七
条
　
引
当
金
繰
入
額
は
、
そ
の
設
定
目
的
及
び
引
当
金
繰
入
額
で
あ
る
こ
と
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
つ
て
別
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
純
資
産
変
動
計
算
書

（
純
資
産
変
動
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
六
十
八
条
　
純
資
産
変
動
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
純
資
産
変
動
計
算
書
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
純
資
産
変
動
計
算
書
の
区
分
表
示
）

第
六
十
九
条
　
純
資
産
変
動
計
算
書
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
及
び
そ
の
他
の
資
産
負
債
差
額
に
分
類
し
て
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
純
資
産
変
動
計
算
書
は
、
適
切
な
項
目
に
区
分
し
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
区
分
及
び
科
目
は
、
前
会
計
年
度
末
及
び
当
会
計
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
に
お
け
る

純
資
産
の
部
の
区
分
及
び
科
目
と
整
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

第
七
十
条
　
評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末
残
高
に
区

分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
評
価
・
換
算
差
額
等
に
記
載
さ
れ
る
科
目
は
、
当
会
計
年
度
変
動
額
を
一
括
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
主
な
変
動
事
由
ご
と
に
記
載
又
は
注
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
目
ご
と
の
記
載
に
代
え
て
、
評
価
・
換
算

差
額
等
の
合
計
額
を
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
科
目
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
注
記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
資
産
負
債
差
額
）

第
七
十
一
条
　
そ
の
他
資
産
負
債
差
額
は
、
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末
残
高

に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
七
十
二
条
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
は
、
様
式
第
五
号
又
は
第
六
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
表
示
区
分
）

第
七
十
三
条
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
を
設
け
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

二
　
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

三
　
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

四
　
現
金
及
び
現
金
同
等
物
に
係
る
換
算
差
額

五
　
現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
増
加
額
又
は
減
少
額

六
　
現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
期
首
残
高

七
　
現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
期
末
残
高

（
事
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
七
十
四
条
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
事
業
収
益
及
び
事
業
費
用
の
計
算
の
対
象
と
な
っ
た
取
引
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

並
び
に
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
及
び
財
務
活
動
以
外
の
取
引
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
、
そ
の
内
容
を

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
項
目
に
分
け
て
主
要
な
取
引
ご
と
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
総
額
に
よ
り
表
示
す
る
方
法

イ
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
入

（１）
　
学
生
生
徒
等
納
付
金
収
入

（２）
　
手
数
料
の
受
入
れ
に
よ
る
収
入

（３）
　
寄
附
金
の
受
入
れ
に
よ
る
収
入

（４）
　
補
助
金
の
受
入
れ
に
よ
る
収
入

（５）
　
そ
の
他
の
教
育
研
究
・
附
属
事
業
収
入

ロ
　
教
育
研
究
・
附
属
事
業
支
出

（１）
　
人
件
費
の
支
出

（２）
　
教
育
研
究
経
費
の
支
出

（３）
　
管
理
経
費
の
支
出

ハ
　
収
益
事
業
収
入

ニ
　
収
益
事
業
支
出

ホ
　
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
項
目

二
　
税
引
前
当
年
度
純
利
益
又
は
税
引
前
当
年
度
純
損
失
に
次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
を
加
算
又
は
控
除
し
て
表

示
す
る
方
法

イ
　
損
益
計
算
書
に
収
益
又
は
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
項
目
の
う
ち
資
金
の
増
加
又
は
減
少
を
伴
わ
な

い
項
目

ロ
　
事
業
活
動
に
よ
り
生
じ
た
資
産
及
び
負
債
の
増
加
額
又
は
減
少
額

ハ
　
損
益
計
算
書
に
収
益
又
は
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
項
目
の
う
ち
、
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
よ

る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
及
び
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
含
ま
れ
る
項
目

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
の
う
ち
そ
の
金
額
が
少
額
な
も
の

で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
を

も
っ
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
七
十
五
条
　
第
七
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に

は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
分
け
て
主
要
な
取
引
ご
と
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
総
額
に
よ
り
表
示
す
る
方
法
に

よ
り
、
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を

も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
施
設
設
備
補
助
金
の
受
入
れ
に
よ
る
収
入

二
　
特
別
寄
附
金
（
施
設
設
備
の
取
得
を
目
的
と
す
る
寄
附
金
を
い
う
。
）
の
受
入
れ
に
よ
る
収
入

三
　
有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

四
　
有
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

五
　
施
設
設
備
引
当
特
定
資
産
（
施
設
設
備
の
拡
充
を
目
的
と
し
て
引
き
当
て
た
特
定
資
産
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
へ
の
支
出

六
　
施
設
設
備
引
当
特
定
資
産
か
ら
の
収
入

七
　
投
資
有
価
証
券
の
取
得
に
よ
る
支
出

八
　
投
資
有
価
証
券
の
売
却
に
よ
る
収
入

10



九
　
有
価
証
券
の
取
得
に
よ
る
支
出

十
　
有
価
証
券
の
売
却
に
よ
る
収
入

十
一
　
貸
付
に
よ
る
支
出

十
二
　
貸
付
金
の
回
収
に
よ
る
収
入

十
三
　
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
項
目

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
七
十
六
条
　
第
七
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
は
、
次
に
掲
げ

る
項
目
に
分
け
て
主
要
な
取
引
ご
と
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
総
額
に
よ
り
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
、
財
務
活

動
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
短
期
借
入
れ
に
よ
る
収
入

二
　
短
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

三
　
長
期
借
入
れ
に
よ
る
収
入

四
　
長
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

五
　
学
校
債
の
発
行
に
よ
る
収
入

六
　
学
校
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

七
　
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
項
目

２
　
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
現
金
及
び
現
金
同
等
物
に
係
る
換
算
差
額
等
の
記
載
）

第
七
十
七
条
　
第
七
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
現
金
及
び
現
金
同
等
物
に
係
る
換
算
差
額
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

他
と
区
分
し
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
七
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
増
加
額
又
は
減
少
額
の
区
分
に
は
、
事
業
活
動
に
よ

る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
、
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
及
び
財
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
収
支
差
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
息
及
び
配
当
金
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
七
十
八
条
　
利
息
及
び
配
当
金
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額
並
び
に
利
息
の
支
払
額
を
第
七
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
に
よ
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
記
載
す
る
方
法

二
　
利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額
を
第
七
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
等
整
備
・
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
記
載
し
、
利
息
の
支
払
額
を
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
記
載
す
る
方
法

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
関
す
る
注
記
事
項
）

第
七
十
九
条
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
は
、
現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
期
末
残
高
と
貸
借
対
照
表
に
掲
記

さ
れ
て
い
る
科
目
の
金
額
と
の
関
係
並
び
に
重
要
な
非
資
金
取
引
（
資
金
の
増
加
又
は
減
少
を
伴
わ
な
い
取
引
で

あ
っ
て
翌
会
計
年
度
以
降
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
を
い
う
。
）
の
内
容
を
注
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
　
附
属
明
細
表

（
附
属
明
細
表
の
記
載
方
法
）

第
八
十
条
　
附
属
明
細
表
の
記
載
方
法
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
次
条
第
一
項
の
附
属
明
細
表
は
、
様
式
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
明
細
表
の
種
類
）

第
八
十
一
条
　
附
属
明
細
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
有
形
固
定
資
産
等
明
細
表

二
　
有
価
証
券
明
細
表

三
　
特
定
資
産
明
細
表

四
　
学
校
債
明
細
表

五
　
借
入
金
等
明
細
表

六
　
引
当
金
明
細
表

七
　
事
業
費
用
明
細
表

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
附
属
明
細
表
に
つ
い
て

は
、
そ
の
作
成
を
要
し
な
い
。

一
　
有
価
証
券
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
　
有
価
証
券
明
細
表

二
　
特
定
資
産
の
合
計
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
　
特
定
資
産
明
細
表

三
　
当
会
計
年
度
末
及
び
直
近
の
会
計
年
度
末
に
お
け
る
短
期
借
入
金
、
長
期
借
入
金
及
び
金
利
の
負
担
を
伴
う

そ
の
他
の
負
債
（
学
校
債
を
除
く
。
）
の
金
額
が
当
該
各
会
計
年
度
末
に
お
け
る
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額

の
百
分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
　
借
入
金
等
明
細
表

（
附
属
明
細
表
の
作
成
の
省
略
に
関
す
る
注
記
）

第
八
十
二
条
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
明
細
表
の
作
成
を
省
略
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸

表
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
第
二
条
第
十
二
項
第
七
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
並
び
に
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
の
規

定
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

二
　
第
八
条
、
第
三
十
六
条
第
四
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
十
三
条
第
六
号
、
第
二

十
四
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
五
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第

三
十
条
第
四
項
、
第
四
十
四
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十

三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
項
以
下
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
同
日
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
リ
ー
ス
取
引
に
関
す
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
通
常
の
賃
貸
借
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
て
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
き
　
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
リ
ー
ス
取
引
の
処
理
方
法

ロ
　
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
取
得
価
額
相
当
額
、
減
価
償
却
累
計
額
相
当
額
、
減
損
損
失

累
計
額
相
当
額
及
び
残
高
相
当
額
（
貸
借
対
照
表
に
掲
記
す
べ
き
科
目
に
準
じ
て
区
分
す
る
。
）
並
び
に
未

経
過
リ
ー
ス
料
残
高
相
当
額
（
一
年
内
の
リ
ー
ス
期
間
に
係
る
金
額
及
び
そ
れ
以
外
の
金
額
に
区
分
す
る
。
）

及
び
リ
ー
ス
資
産
減
損
勘
定
（
リ
ー
ス
資
産
に
配
分
さ
れ
た
減
損
損
失
に
対
応
す
る
負
債
を
い
う
。
ハ
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
残
高

ハ
　
当
該
会
計
年
度
に
係
る
支
払
リ
ー
ス
料
、
リ
ー
ス
資
産
減
損
勘
定
の
取
崩
額
、
減
価
償
却
費
相
当
額
、
支

払
利
息
相
当
額
及
び
減
損
損
失
の
金
額

ニ
　
減
価
償
却
費
相
当
額
及
び
利
息
相
当
額
の
算
定
方
法

二
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
リ
ー
ス
物
件
の
貸
主
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
通
常
の
賃
貸
借
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
て
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
き
　
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
リ
ー
ス
取
引
の
処
理
方
法
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ロ
　
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
取
得
価
額
、
減
価
償
却
累
計
額
、
減
損
損
失
累
計
額
及
び
残

高
（
貸
借
対
照
表
に
掲
記
す
べ
き
科
目
に
準
じ
て
区
分
す
る
。
）
並
び
に
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
相
当
額
（
一

年
内
の
リ
ー
ス
期
間
に
係
る
金
額
及
び
そ
れ
以
外
の
金
額
に
区
分
す
る
。
）

ハ
　
当
該
会
計
年
度
に
係
る
受
取
リ
ー
ス
料
、
減
価
償
却
費
及
び
受
取
利
息
相
当
額

ニ
　
利
息
相
当
額
の
算
定
方
法

４
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
係
る
未
経
過

リ
ー
ス
料
残
高
の
当
該
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
及
び
有
形
固
定
資
産
の
残
高
（
有
形
固
定
資
産
以
外
の
資
産
を

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
対
象
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
産
の
属
す
る
科
目
の
当
該
会
計
年
度

末
に
お
け
る
残
高
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
が
低
い
と
き
は
、
取
得
価
額
相

当
額
及
び
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
相
当
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
リ
ー
ス
取
引
開
始
時
に
合
意
さ
れ
た
リ
ー
ス
料
総
額
及

び
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
か
ら
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
利
息
相
当
額
の
合
理
的
な
見
積

額
を
控
除
し
な
い
方
法
（
次
項
に
お
い
て
「
支
払
利
子
込
み
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
対
象
と
な
る
資
産
の
属
す
る
科
目
が
有
価
証

券
発
行
学
校
法
人
の
事
業
内
容
に
照
ら
し
て
重
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
当

該
科
目
に
係
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
の
当
該
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
及
び
有
形
固
定
資
産
の
残
高
の
合
計
額
に

占
め
る
割
合
が
低
い
と
き
は
、
当
該
科
目
に
係
る
取
得
価
額
相
当
額
及
び
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
相
当
額
を
支
払

利
子
込
み
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
附
則
第
三
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
係
る

未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
及
び
見
積
残
存
価
額
の
残
高
の
合
計
額
の
当
該
合
計
額
及
び
未
収
入
金
残
高
の
合
計
額
に

占
め
る
割
合
が
低
い
と
き
は
、
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
相
当
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
未
経
過
リ
ー
ス
料

残
高
及
び
見
積
残
存
価
額
の
残
高
の
合
計
額
か
ら
こ
れ
に
含
ま
れ
る
利
息
相
当
額
を
控
除
し
な
い
方
法
に
よ
り
算

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引
に
係
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
の
金
額
は
、
一
年

内
の
リ
ー
ス
期
間
に
係
る
金
額
及
び
そ
れ
以
外
の
金
額
に
区
分
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
オ

ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
リ
ー
ス
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
リ
ー
ス
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
　
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
が
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
価
証
券
発
行
学
校
法
人
の
事
業
内
容

に
照
ら
し
て
重
要
性
の
乏
し
い
リ
ー
ス
取
引
で
リ
ー
ス
契
約
一
件
当
た
り
の
金
額
が
少
額
な
も
の
及
び
リ
ー
ス
期

間
が
一
年
未
満
の
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項
及
び
前
項
の
注
記
を
要
し
な
い
。

９
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
附
則
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
リ
ー
ス
取
引
開
始
日
（
リ
ー
ス
物
件
を
使
用
収
益
す
る
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
日
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
前
に
終
了
す
る

会
計
年
度
に
属
す
る
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
通
常
の
賃
貸
借
取
引
に
係
る
方
法

に
準
じ
て
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
項
中
「
平
成
十
九
年
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以

後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

10
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
附
則
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
リ
ー
ス
取
引
開
始
日
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
終
了
す
る
会
計
年
度
に
属

す
る
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
通
常
の
賃
貸
借
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
て
会
計

処
理
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

様
式
第
１
号
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第１号（第１２条関係） 　

（記載上の注意）
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

関連当事者との取引

種類
関連当事
者の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金

科目
当会計年
度末残高

事業の内
容又は職
業

．「所在地」の欄には、国内に住所を有する関連当事者にあっては市町村（政令指定都市においては区)ま
で、海外に住所を有する関連当事者にあってはそれに準じて記載すること。ただし、関連当事者が個人であ
る場合には記載を要しない。

．「議決権等の所有割合」の欄には、議決権等の所有関係を直接・間接の別がわかるように記載すること。

．取引条件及び取引条件の決定方針を注記すること。なお、取引条件が一般の取引に比べ著しく異なる場合
には、その条件を具体的に記載すること。

議決権等
の所有割
合

取引金額

．「関連当事者との関係」の欄には、資金援助、事業上の取引、設備の賃貸借、業務提携等の関係内容につ
いて簡潔に記載すること。なお、関連当事者が第三者のために有価証券発行学校法人との間で行う取引につ
いては、その旨を併せて記載すること。
　兼任をしている有価証券発行学校法人の役員等の有無のほか、出向、転籍等の形態により有価証券発行学
校法人から派遣されている役員の有無について当会計年度末日現在の状況を記載すること。

．「種類」の欄には、第２条第１１項各号に掲げられている関連当事者の種類を記載すること。

関連当事
者との関
係

取引の内
容

．第１２条第１項第９号に掲げる事項については、関連当事者ごとに注記すること。ただし、第２条第１１
項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して注記することができる。この場合には、第１２条第１項第
１号から第８号までに掲げる事項の記載の対象となった関連当事者について合算して注記すること又は同項
第１号から第８号までに掲げる事項の記載の対象となった関連当事者を含むすべての関連当事者について合
算して注記することができる。
　同項第１０号に規定する引当金については、同項第９号に掲げる事項の記載に準じて記載すること。

．有価証券発行学校法人と第三者との間の取引が、実質的に当該有価証券発行学校法人と関連当事者との間
の取引である場合には、その旨及び当該第三者の名称又は氏名を「取引の内容」の欄に記載すること。

．「取引金額」の欄には、会計年度中の取引について、取引の種類ごとに総額で記載すること。
　有価証券発行学校法人と関連当事者との間の取引が債務の保証の場合には、当該債務の保証の当会計年度
末残高を「取引金額」の欄に記載し、当該債務の保証の内容を注記すること。
　関連当事者に担保として資産を提供しているとき又は関連当事者から担保として資産を受け入れていると
きは、当該資産に対応する債権又は債務の当会計年度末残高を「取引金額」の欄に記載し、担保の提供又は
担保の受け入れについて、その内容を注記すること。

．有価証券発行学校法人に重要な関連会社が存在する場合には、第１３条に規定する事項について注記する
こと。

．関連当事者が個人又は学校法人等である場合には、「資本金又は出資金」の欄の記載を要しない。また、
関連当事者が職員のための適格退職年金等である場合には、「資本金又は出資金」の欄及び「議決権等の所
有割合」の欄の記載を要しない。

．関連当事者に該当するか否かは、個々の取引の開始時点で判定するものとし、関連当事者が事業年度中に
関連当事者に該当しなくなった場合には、同一事業年度における取引であっても関連当事者に該当しなく
なった後の取引については記載を要しない。

．関連当事者情報の記載に当たっては、（１）有価証券発行学校法人の子会社及び関連会社等、（２）有価
証券発行学校法人の関係学校法人等、（３）有価証券発行学校法人の役員等の別に記載することができる。

．「科目」及び「当会計年度末残高」の欄には、取引により発生した債権債務に係る主要な科目及びその会
計年度末残高を記載すること。

様
式
第
２
号
（
第
２
０
条
関
係
）

　 　 　 　　　　

　
構成比
（％）

　
構成比
（％）

（資　産　の　部）

 １ 有 形 固 定 資 産

× × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

 ２ 無 形 固 定 資 産

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

 ３ 投資その他の資産

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

リ ー ス 資 産

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

図 書

そ の 他

リ ー ス 資 産

減 価 償 却 累 計 額

貸 倒 引 当 金

前会計年度
注記
番号

金　　額（○円）

船 舶 及 び 車 両

構 築 物

そ の 他 の 機 器 備 品

減 価 償 却 累 計 額

教 育 研 究 用 機 器 備 品

区分

減 価 償 却 累 計 額

（平成　年　月　日）

土 地

建 物

Ⅰ　固　定　資　産

特 許 権

借 地 権

減 価 償 却 累 計 額

有 形 固 定 資 産 合 計

長 期 貸 付 金

破 産 更 正 債 権 等

減価償却引当特定資産

貸 倒 引 当 金

・・・・・・・・・・・

金　　額（○円）

そ の 他

投 資 有 価 証 券

無 形 固 定 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

関 係 会 社 出 資 金

役 員 等 長 期 貸 付 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

（平成　年　月　日）

貸　借　対　照　表　

様式第２号（第２０条関係）　

出 資 金

ソ フ ト ウ ェ ア

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 社 債

その他の関係会社有価証券

当会計年度

12



－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

－ × × × × × × － × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

　 × × × × × ×

（負　債　の　部）

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

役 員 等 長 期 借 入 金

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

繰 延 税 金 負 債

Ⅱ　流　動　負　債

関 係 会 社 長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

退 職 給 付 引 当 金
・・・・・・・・・・

・

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

貸 倒 引 当 金

リ ー ス 投 資 資 産

貸 倒 引 当 金

貸 倒 引 当 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

有 価 証 券

Ⅲ　流　動　資　産

繰 延 資 産 合 計

資 産 合 計

固 定 負 債 合 計

そ の 他

前 払 費 用

流 動 資 産 合 計

リ ー ス 債 権

前 渡 金

そ の 他

投資その他の資産合計

た な 卸 資 産

現 金 及 び 預 金

未 収 入 金

貸 倒 引 当 金

Ⅱ　繰　延　資　産

学 校 債

役 員 等 短 期 債 権

引 当 金

固 定 資 産 合 計

学 校 債 発 行 費

開 設 費

Ⅰ　固　定　負　債

長 期 借 入 金

投 資 不 動 産

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

　 × × × × × ×

× × × × × ×

（純　資　産　の　部）

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

（記載上の注意）

１

２

・・・・・・・・・・・

役 員 等 短 期 借 入 金 等

修 学 旅 行 積 立 金

・・・・・・・・・・
・

科 学 研 究 費 補 助 金

引 当 金

支 払 手 形

リ ー ス 債 務

未 払 金

短 期 借 入 金

純 資 産 合 計

負 債 合 計

繰 延 税 金 負 債

預 り 金

Ⅰ　評価・換算差額等

流 動 負 債 合 計

学 校 債

未 払 法 人 税 等

前 受 金

未 払 費 用

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

そ の 他

未 払 消 費 税 等

．その他資産負債差額に含まれる基本金の額は、その合計額を注記すること。

賞 与 引 当 金
・・・・・・・・・・

・

Ⅱ　その他資産負債差額

．表中の科目について、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債及
び純資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

負 債 純 資 産 合 計

評 価 換 算 差 額 合 計

その他有価証券評価差額金

13



様
式
第
３
号
（
第
５
３
条
関
係
）

　 　 　 　　　　

　
百分比
（％）

　
百分比
（％）

 Ａ 教育研究・附属事業損益

１教育研究・附属事業収益

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × × × × × × × ×

２教育研究・附属事業費用

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × × × × × × × ×

教育研究・附属事業利益 × × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × × × × × × × × × ×

　 　 　 　 　 × × × 　 　 　 　 × × ×

× × × 　 × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × × × ×

× × × 　　　　 　 × × ×

× × × × × × × × × × × ×

× × × × × ×

（記載上の注意）

利益金額が零未満となる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

当 年 度 純 利 益

当会計年度

金　　額（○円）

前会計年度

注記
番号

金　　額（○円）

そ の 他

そ の 他

人 件 費

Ⅱ　事　業　外　収　益

受取利息及び配当金

管 理 経 費

事 業 利 益

収 益 事 業 利 益

 Ｂ 収益事業損益

法 人 税 等 調 整 額

減 損 損 失

災 害 に よ る 損 失

前年度損益修正益

固 定 資 産 売 却 損

固 定 資 産 売 却 益

前年度損益修正損

Ⅳ　特　別　利　益

そ の 他

経 常 利 益

法 人 税 等

Ⅲ　事　業　外　費　用

支 払 利 息

そ の 他

税引前当年度純利益

Ⅴ　特　別　損　失

そ の 他

様式第３号（第５３条関係）　

収 益 事 業 収 益

収 益 事 業 費 用

教 育 研 究 経 費

学 生 生 徒 等 納 付 金

手 数 料

寄 附 金

補 助 金

Ⅰ　事業損益（事業収益及び事業費用）

区分

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

損　益　計　算　書

14



様
式
第
４
号
（
第
６
８
条
関
係
）

前会計年度（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日） （単位：○円）

当会計年度（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日） （単位：○円）

（記載上の注意）

１

２

３．「評価・換算差額等合計」の欄の記載は省略することができる。

××× ×××××× ××× ×××

　会計年度中の変動額合計 ××× ××× ××× ××× ×××

××× ×××

××× ×××

その他資産
負債差額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

純資産合計

××× ×××

評　価　・　換　算　差　額　等

×××

その他資産
負債差額その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損

益

××× ×××

純 資 産 変 動 計 算 書

会計年度中の変動額

×××

評価・換算差
額等合計

平成  年  月  日  残高 ×××

×××

×××

×××

×××

×××

××× ××× ×××

評　価　・　換　算　差　額　等

様式第４号（第６８条関係）　

．純資産の変動事由及び金額の掲載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。

　当年度純利益

平成  年  月  日  残高

　会計年度中の変動額合計 ××××××

．評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前会計年度末残高、
会計年度中の変動額及び会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごと
のそれぞれの金額を注記すること。

　当年度純利益

平成  年  月  日  残高

平成  年  月  日  残高

××× ××× ×××

会計年度中の変動額
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様
式
第
５
号
（
第
７
２
条
関
係
）

（単位：○円）

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー

教育研究・附属事業収入

学生生徒等納付金収入

手数料の受入れによる収入

寄附金の受入れによる収入

補助金の受入れによる収入

その他の教育研究・附属事業収入

教育研究・附属事業支出

人件費の支出

教育研究経費の支出

管理経費の支出

収益事業収入

収益事業支出

･････････

小　　　　　　　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等支払額

･････････

事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー

施設設備補助金の受入れによる収入

特別寄附金の受入れによる収入

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

施設設備引当特定資産への支出

施設設備引当特定資産からの収入

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

･････････

施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△××× 　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△××× 　　　　　　△×××

金　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

前 会 計 年 度 当 会 計 年 度

自 平成　年　月　日

至 平成　年　月　日

自 平成　年　月　日

至 平成　年　月　日

　　　　　　△×××

区　　　　　　　　　　分
注記
番号

金　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

様式第５号（第７２条関係）　

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

　　　　　　△××× 　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××
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学校債の発行による収入

学校債の償還による支出

･････････

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

（記載上の注意）

１

２

３

４

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

．金額の重要性が乏しい項目については、「その他」として一括して記載することができる。

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

．教育研究・附属事業活動によるキャッシュ・フローに記載する補助金の受入れによる収入は、施設設備
の取得を目的とした補助金以外の補助金の受入れに限る。

．教育研究・附属事業活動によるキャッシュ・フローに記載する寄附金の受入れによる収入は、施設設備
の取得を目的とした特別寄附金以外の寄附金の受入れに限る。

．「利息及び配当金の受取額」については、「施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分
に記載し、「利息の支払額」については、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載すること
ができる。

様
式
第
６
号
（
第
７
２
条
関
係
）

（単位：○円）

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当年度純利益（又は税引前当年度純損失）

減価償却額

貸倒引当金の増加額

受取利息及び配当金

支払利息

有価証券売却益

固定資産売却益

未収入金の増加額

たな卸資産の増加額

未払金の増加額

･････････

小　　　　　　　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

･････････

事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー

施設設備補助金の受入れによる収入

特別寄附金の受入れによる収入

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

施設設備引当特定資産への支出

施設設備引当特定資産からの収入

投資有価証券の取得による支出 　　　　　　△××× 　　　　　　△×××

投資有価証券の売却による収入 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

有価証券の取得による支出 　　　　　　△××× 　　　　　　△×××

有価証券の売却による収入 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

･････････

施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

金　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

区　　　　　　　　　　分
注記
番号

前 会 計 年 度 当 会 計 年 度

自 平成　年　月　日 自 平成　年　月　日

至 平成　年　月　日 至 平成　年　月　日

様式第６号（第７２条関係）　

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

金　　額

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××
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学校債の発行による収入

学校債の償還による支出

･････････

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　現金又は現金同等物に係る換算差額

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

（記載上の注意）

１

２

　

　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

．「利息及び配当金の受取額」については、「施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分
に記載し、「利息の支払額」については、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載すること
ができる。

．金額の重要性が乏しい項目については、「その他」として一括して記載することができる。

　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

様
式
第
７
号
（
第
８
１
条
関
係
）

（単位：○円）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

　

前会計年度
末残高

当会計年度
増加額

当会計年度
減少額

資産の種類
差引当会計
年度末残高

当会計年度
末残高

当会計年度
末減価償却
累計額又は
償却累計額

当会計年度
償却額

無
形
固
定
資
産

有
形
固
定
資
産 計

計

計

投
資
そ
の
他
の
資
産

様式第７号（第８１条関係）　

．有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産について、貸借対照表に掲げられている科目の
区分により記載すること。

．「前会計年度末残高」、「当会計年度増加額」、「当会計年度減少額」及び「当会計年度末残高」
の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること。ただし、減損損失累計額を取得原価から直接控
除している場合には、当該会計年度の減損損失の金額は「当会計年度減少額」の欄に内書（括弧書）
として記載し、「当会計年度末残高」の欄は、減損損失控除後の金額を記載すること。

（記載上の注意）

有 形 固 定 資 産 等 明 細 表

．有形固定資産の当該会計年度における増加額及び減少額がいずれも当該会計年度末における有形固
定資産の総額の５％以下である場合には、有形固定資産に係る記載中「前会計年度末残高」、「当会
計年度増加額」及び「当会計年度減少額」の欄の記載を省略することができる。なお、記載を省略し
た場合には、その旨を注記すること。
．無形固定資産の当該会計年度における増加額及び減少額がいずれも当該会計年度末における無形固
定資産の総額の５％以下である場合には、無形固定資産に係る記載中「前会計年度末残高」、「当会
計年度増加額」及び「当会計年度減少額」の欄の記載を省略することができる。なお、記載を省略し
た場合には、その旨を注記すること。
．減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額を、当該各資産に対する控除科目として、減
損損失累計額の科目をもって掲記している場合には、減損損失の金額は「当会計年度償却額」の欄に
内書（括弧書）として記載し、減損損失累計額は、「当会計年度末減価償却累計額又は償却累計額」
の欄と「当会計年度償却額」の欄の間に「当会計年度末減損損失累計額」の欄を設けて記載するこ
．減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額を、当該各資産科目に対する控除科目とし
て、減価償却累計額に合算して掲記している場合には、減損損失の金額は「当会計年度償却額」の欄
に内書（括弧書）として記載し、「当会計年度末減価償却累計額又は償却累計額」の欄に減損損失累
計額を含めて記載する。この場合には、「当会計年度末減価償却累計額又は償却累計額」の欄に、減
損損失累計額が含まれている旨を注記すること。

．当会計年度末残高から減価償却累計額又は償却累計額及び減損損失累計額（減損損失累計額を取得
原価から直接控除している場合を除く。）を控除した残高を、「差引当会計年度末残高」の欄に記載
すること。
．贈与、災害による廃棄、滅失等の特殊な事由で増加若しくは減少があった場合又は同一の種類のも
のについて資産の総額の１％を超える額の増加若しくは減少があった場合（ただし、建設仮勘定の減
少のうち各資産科目への振替によるものは除く。）は、その事由を欄外に記載すること。
．有形固定資産又は無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下である場合には、有形固定資産又は
無形固定資産に係る記載中「前会計年度末残高」、「当会計年度増加額」及び「当会計年度減少額」
の欄の記載を省略することができる。なお、記載を省略した場合には、その旨注記すること。
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様
式
第
８
号
（
第
８
１
条
関
係
）

【債　券】

（○円） （○円）

【その他】

（○円）

（記載上の注意）

１

２

３

４

５

　

計

貸借対照表計上額
種　類　及　び　銘　柄 投 資 口 数 等

貸借対照表計上額
銘　　　　　　　　　柄

券  面  総  額

．公社債の銘柄は、「○会社物上担保付社債」のように記載し、国債及び地方債の銘柄は、「○分利
付国債」又は「○分利付○債」のように記載すること。

．銘柄別による有価証券の貸借対照表計上額が有価証券発行学校法人の純資産の総額の１％以下であ
る場合には、当該有価証券に関する記載を省略することができる。記載を省略した債券については、
公社債、国債、地方債等に大別して、銘柄の総数及び貸借対象表計上額を記載し、その他のものにつ
いては証券投資信託の受益証券、出資証券等に大別して銘柄の総数及び貸借対照表計上額を記載する
こと。．「その他」の欄には有価証券の種類（金融商品取引法第２条第１項各号に掲げる種類をいう。）に
区分して記載すること。

様式第８号（第８１条関係）　

有  価  証  券  明  細  表

．流動資産に計上した有価証券と投資その他の資産に計上した有価証券を区分し、さらに売買目的有
価証券、満期保有目的の債券及びその他有価証券に区分して記載すること。

．貸借対照表の流動資産及び投資その他の資産に計上されている有価証券について記載すること。

計
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様
式
第
９
号
（
第
８
１
条
関
係
）

【○○引当特定資産】

（○円）

（記載上の注意）

１

２

３

４

５

６

７

種　　　　類　　　　等
金　　　額

計

備　　　　　考

．個別の特定資産の貸借対照表計上額が有価証券発行学校法人の資産の総額の１％以下である場合には、
当該特定資産に関する記載を省略することができる。

．有価証券は債券とその他のものに大別し、公社債の銘柄は「○会社物上担保付社債」のように記載し、
国債及び地方債の銘柄は、「○分利付国債」又は「○分利付○債」のように記載すること。

．債券以外の有価証券は、有価証券の種類（金融商品取引法第２条第１項各号に掲げる種類をいう。）に
区分して記載すること。

．現金及び預金については、現金、定期預金等に大別して記載すること。

．「備考」の欄には、有価証券の券面総額、投資口数等を記載すること。

様式第９号（第８１条関係）　

特　定　資　産　明　細　表

．貸借対照表の投資その他の資産に計上されている特定資産について、その科目ごとに記載すること。

．「種類等」の欄には、現金及び預金、有価証券等に区分して記載すること。
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様
式
第
１
０
号
（
第
８
１
条
関
係
）

（○円） （○円）

（記載上の注意）

１

２

３

４

５

６

７

－合　　　　　計 －

銘　　　　　柄 発行年月日 利率 担保

－

前会計年度末残高 当会計年度末残高
償還期限

．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額を注記すること。

様式第１０号（第８１条関係）　

．金額の重要性が乏しい学校債については、「その他」として一括して記載することができる。

．「担保」の欄には、担保付学校債及び無担保学校債の別を記載すること。

．減債基金付学校債については、その内容を欄外に記載すること。

．当会計年度末残高のうち１年内に償還が予定されるものがある場合には、「当会計年度末残高」の欄
にその金額を内書（括弧書）として記載し、その旨を注記すること。

学 校 債 明 細 表

．当該学校法人の発行している学校債（当該会計年度中に償還済みとなったものを含む。以下同じ。）
について記載すること。

．「銘柄」の欄には、「第○回物上担保付○号学校債」のように記載すること。ただし、発行している
学校債が多数ある場合には、その種類ごとにまとめて記載することができる。

－
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様
式
第
１
１
号
（
第
８
１
条
関
係
）

（○円） （○円） （％）

（記載上の注意）

１

２

３

４

５

　

―

そ の 他 の 有 利 子 負 債

合　　　　　計 ―

リース債務（１年以内に
返済予定のものを除く。）

長期借入金（１年以内に
返済予定のものを除く。）

１年以内に返済予定の
リ ー ス 債 務

１年以内に返済予定の
長 期 借 入 金

返済期限

―

―

区　　　　　分
前会計年度末残高

短 期 借 入 金

．「その他の有利子負債」の欄は、その種類ごとにその内容を示したうえで記載すること。

．「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。ただし、有価証券発行学校法人がリース料
総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上している場合又は
リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各会計年度に配分している場合には、リース債務
については「平均利率」の欄の記載を要しない。なお、リース債務について「平均利率」の欄の記載
を行わない場合には、その旨及びその理由を注記すること。

．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）について
は、貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額を注記すること。

様式第１１号（第８１条関係）　

借　入　金　等　明　細　表

．短期借入金、長期借入金（貸借対照表において流動負債として掲げられているものを含む。以下同
じ。）、リース債務及び金利の負担を伴うその他の負債（学校債を除く。以下「その他の有利子負
債」という。）について記載すること。

．重要な借入金で無利息又は特別の条件による利率が約定されているものがある場合には、その内容
を欄外に記載すること。

―

平均利率当会計年度末残高
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様
式
第
１
２
号
（
第
８
１
条
関
係
）

（単位：○円）

（記載上の注意）

１

２

３

　

当会計年度減少額
前会計年度末残高当会計年度増加額

（目的使用） （そ の 他）
区　　　　　分 当会計年度末残高

当会計年度減少額

．「当会計年度減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少
の理由を注記すること。

様式第１２号（第８１条関係）　

引　当　金　明　細　表

．前会計年度末及び当会計年度末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）につい
て、設定目的ごとの科目の区分により記載すること。

．「当会計年度減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金の設定目的である支出又は事実の発生
があったことによる取崩額を記載すること。
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様
式
第
１
３
号
（
第
８
１
条
関
係
）

様式第１３号（第８１号関係）

(単位：○円)

教育研究・附属事業

人件費

教育研究経費

消耗品費

光熱水費

………

管理経費

消耗品費

光熱水費

………

収益事業

売上原価

商品（又は製品）期首たな卸高

当期商品仕入高（又は当期製品製造原価）

商品（又は製品）期末たな卸高

人件費

経費

消耗品費

………

（記載上の注意）

１

２

　

．売上原価には、収益事業のうち商品の仕入又は製品の製造を伴う業務に係る事業費用について記載
すること。

事　業　費　用　明　細　表

　　区　　　　　分

事業費用合計

教育研究・附属事業計

収益事業計

金　　　　額

．人件費、消耗品費、光熱水費、商品（又は製品）期首たな卸高、当期商品仕入高（又は当期製品製
造原価）、商品（又は製品）期末たな卸高（これらの費目のうちその金額が少額であるものを除
く。）及びこれら以外の費目でその金額が事業費用の合計額の百分の五を超えるものについて、適当
な名称を付して記載すること。
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